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□□フェアプレイとは
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フェアプレイとは、スポーツの真ん中にあるもの。

スポーツは、なぜ楽しいのか。

スポーツは、なぜ感動を呼ぶのか。

スポーツは、なぜ気持ちいいのか。

スポーツは、なぜ夢中にさせるのか。

ただ勝利することだけが成功であり、喜びであるなら、

人々は、これほどまでスポーツを必要とはしないはず。

強くなること、うまくなることだけが、目的であるなら、

人々は、これほどまでスポーツに打ち込んだりしないはず。

スポーツは一人ではできない。

いっしょに切磋琢磨する仲間がいる。

同じ目標に向かってしのぎを削り合う対戦相手がいる。

そして、審判や応援してくれる人達、

さらには環境を整えてくれる人達も欠かせない存在だ。

そして、人々の心をとらえ、
成長させてくれるもの。



□□フェアプレイとは
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スポーツをする。試合をする。

そこには、自分自身の努力がある。

チームメイトと築いた信頼がある。

対戦相手への敬意がある。

支えてくれる人達への感謝がある。

これらは人格をつくることにおいて、

なくてはならないとても大切なものだ。

そして、これらこそが、

フェアプレイの真ん中にあるものだと、

私たちは考える。

スポーツが楽しく、感動を呼び、

気持ちよく、夢中にさせるのも、

このフェアプレイの気持ちがあるからこそだ。

世の中にフェアプレイを浸透させるために、
はじめの一歩をあなたから。

公益財団法人日本体育協会発行「フェアプレイで日本を元気に」リーフレットから抜粋

URL: http://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data0/fair/

フェアプレイとは、スポーツの真ん中にあるもの。

フェアプレイ宣言
私は、

スポーツを愛する者として、

何ごとにも全力で取り組み、

精神・肉体ともに

成長させることに努めます。

そして、フェアプレイを通じて

思いやり、誇り、努力、勇気を

最大限に発揮し、

その力を人に、地域に、

社会のために生かしていきます。

そのための具体的な行動として、

「あくしゅ、あいさつ、ありがとう」

を実践していくことを宣言します。



指導にあたっての注意ドーピング防止について
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私たちが守りたい大切なスポーツの価値の基盤 ～努力するからこそ得られる本当の勝利～

スポーツを通して、何か得られたものはありますか？　答えは人それぞれ違うと思います。
スポーツを通して、ルールを守ることの大切さ、チームワークの大切さなど多くのことを
学び、また一生思い出となるようなすばらしい経験を持ち、スポーツの価値を感じたこと
はないでしょうか。

自分を信じて最善の努力をし、懸命に勝利を目指そうとすること－ Excellence
仲間を信じること－ Friendship
対戦相手や仲間を尊敬すること－ Respect

これらは、国や国籍、時間の経過を超えて尊重されている、スポーツの価値の基盤。みな
さんが決められたルールに従い、全力でスポーツに打ち込んできたからこそ、得られたも
のです。

Q.ドーピングとは何ですか？
ドーピングとは、スポーツの価値・精神に反する行為です。競技力を高めるために禁止さ
れた薬物や方法などを使用する等、全世界的に定められたルールに基づき、厳しく禁止さ
れています。ドーピング検査で禁止物質が検出されれば、治療目的でその物質を使用して
いた場合でも制裁が課されることもありますので、ルールをよく理解しておきましょう。

Q.ドーピングは何故いけないのですか？
全世界で共有されているスポーツ全体のルールです。1）フェアプレーの精神に反する、（2）
アスリートの健康を害する、（3）反社会的行為である、といった、スポーツの価値の根幹
を損なう、スポーツに正々堂々と向かうことができない「ずる」くて「危険」な行為でも
あります。

Q.風邪のときはどうしたらよいですか？
禁止物質を含まない薬がありますので、症状に応じて医師から適切な処方を受けてくださ
い。その際には、（1）自分がドーピング検査の対象となる可能性があること（2）禁止物質
が含まれていない薬を処方してもらうことを伝えてください。

公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構ホームページから抜粋

URL: http://www.playtruejapan.org/

アンチ・ドーピングを通して考える
－スポーツのフェアとは何か－
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　指導者は一方的に教えるのではなく、競技者の自主性を尊重し、ともに考え
ながら指導することで、お互いの信頼関係を構築していくことが大切である。

　競技者のプレーに対して、決して怒ったり、叱ったりするのではなく、良
いところを見つけて誉めて教えることが効果的であり、できなかったことを
注意するのではなく、できたことを誉めるようにし、意欲を持たせることが
必要である。

　ゲートボールの普及を妨げている要因の一つに、言葉による暴力とも解釈
できるようなことがあげられる。不必要な言動から競技者を傷つけてしまい
「ゲートボール嫌い」「ゲートボール離れ」が起きているのも現実の問題である。

　競技者のミスを責めるのではなく、そのミスを寛容に受け止め、逆にスキ
ルアップへと導くことこそが重要である。

　また、指導者は、競技者の安全確保について十分に配慮し、危険なことは、
可能な限り排除しておかなければならない。

　ゲートボールは、ほかのスポーツと比較して安全なスポーツと考えられて
いるが、ゲートボール活動中の事故としては、「施設（コート）等の整備不
良による傷害」「競技者の不注意行動による傷害」「落雷等気象の急激な変化
による傷害」「熱中症」「脳疾患」「心疾患」等があげられる。

　このような事故に関しての事例、防止方法等情報を収集し、不測の事態に
備えて十分な安全対策を講じておきたい。

指導にあたっての注意



競技規則 2011 改正点抜粋
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▪第 11 条　ボールの移動
　　第 2項　無効な移動

◦ゲートまたはゴールポールを介在した間接
的なボールの移動は、すべて無効な移動とす
る。

◦例１／他球Ａへのタッチ成立後、他球Ｂが
接触して静止しているゲートの反対側の脚
に自球が接触して静止した。他球Ａを拾って
スパーク打撃したところ、他球Ａの外縁が自
球の外縁から 10cm以上離れ、スパーク打撃
の衝撃で、他球Ｂが移動した。この場合、他
球 Bはゲートまたはゴールポールを介在し
た間接的なボールの移動となり、無効となる
ため、打撃違反の反則にはならない。

◦例２／インボールがフロントサイドから移
動し、次に通過を成立させるゲートに接触し
て静止した。その後、別のボールがそのゲー
トに当たり、ゲートに接触していたボールが
バックサイドに移動してゲート線を完全に
通りすぎた。この場合、ゲートを介在した間
接的なボールの移動は無効な移動となるた
め、ゲートに接触していたボールのゲート通
過は成立しない。

◦次の場合は、ゲートに接触していたボール
の移動が有効になる。
ａ別のボールが、ゲートに接触していたボー
ルに当たってからゲートに当たった。
ｂ別のボールが、ゲート線に接触していた
ボールとゲートに同時に当たった。

◦例 3／第 3ゲート通過が成立しているアウ
トボールを打ち入れたところ、ゴールポール
に接触して静止した。その後、第 3ゲート通
過が成立していないボールがゴールポール
に当たった。この場合、ゴールポールを介在
した間接的なボールの移動は無効となるた
め、ゴールポールに接触していたボールの上
がりは成立しない。

◦次の場合は、ゴールポールに接触していた
第３ゲート通過成立球の移動が有効にな
り、上がりが成立する。
ａ第３ゲート通過が成立しているボールが、
ゴールポールに接触していた第３ゲート

競技規則2011改正点抜粋
競　技
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通過成立球に当たってからゴールポール
に当たった。
ｂ第３ゲート通過が成立していないボール
が、ゴールポールに接触していた第３ゲー
ト通過成立球とゴールポールに同時に当
たった。

◦例 4／第 3ゲート通過が成立しているアウ
トボールを打ち入れたところ、ゴールポール
に接触して静止した。その後、第 3ゲート通
過が成立しているボールがゴールポールに
当たった。この場合、後からゴールポール
に当たったボールの上がりが成立し、ゴール
ポールに接触していたボールの上がりは成
立しない。

◦次の場合は、後からゴールポールに当たっ
たボールと、ゴールポールに接触していた
ボールの、双方の上がりが成立する。
ａ第３ゲート通過が成立しているボールが、
ゴールポールに接触していた第３ゲート

通過成立球に当たってからゴールポール
に当たった。
ｂ第３ゲート通過が成立しているボール
が、ゴールポールに接触していた第３ゲー
ト通過成立球とゴールポールに同時に当
たった。

◦例 5／他球Ａが接触して静止しているゲー
トに自球が当たり、自球のゲート通過が成立
した後、自球は、ゲートに当たった衝撃で移
動した他球Ａに当たり、その後、他球Ｂに当
たった。この場合、他球Ａは無効な移動とし
て移動前のゲートに接触して静止していた
位置に戻すが、自球と他球Ｂは有効な移動と
して移動後静止した位置とし、他球Ｂへの通
過タッチが成立する。

◦例 6／他球Ａが接触して静止しているゲー
トに自球が当たり、自球のゲート通過が成立
した後、他球Ａはゲートに当たった衝撃で移
動して他球Ｂに当たり、その後、自球が他球
Ｂに当たった。この場合、自球は他球Ｂに当
たった後に静止した位置とするが、他球Ａと
他球Ｂは無効な移動として移動前の位置に
戻し、自球は通過のみが成立する。

◦次の場合は、他球Ｂの移動が有効になり、
他球Ｂは当たった後に静止した位置とし、
自球の通過タッチは成立する。
ａ有効な移動の自球と無効な移動の他球Ａ
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が、同時に他球Ｂに当たった。
ｂ有効な移動の自球が他球Ｂに当たってか
ら、無効な移動の他球Ａが他球Ｂに当たっ
た。

◦例 7／他球Ａが接触して静止しているゲー
トに自球が当たり、自球のゲート通過が成立
した後、ゲートに当たった衝撃で移動した他
球Ａがあった（移動前の）位置に自球が静止
した。この場合、他球Ａを移動前の位置に戻
し、自球は他球Ａとの接点に接触させて置く
が、間接的に移動した他球Ａへのタッチはそ
の時点で成立せず、自球の通過のみが成立す
る。

◦例 8／アウトボールの自球を打撃した際、
他球Ａが接触して静止しているゲートに自
球が当たり、ゲートに当たった衝撃で移動し
た他球Ａがあった（移動前の）位置に自球が
静止した。この場合、アウトボール打撃違反
とし、他球Ａを移動前の位置に戻し、自球は
他球Ａとの接点からアウトボールの処置を
する。

▪第 12 条　打　撃
　　第 3項　継続打撃の権利の発生

◦継続プレーの権利の発生を、継続打撃の権利
の発生とし、一度の打撃で２つ以上の他球に
タッチし、タッチしたすべての他球のスパー
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ク打撃を成立させても、その後の継続打撃は
１打のみとする。
◦第２ゲートまたは第３ゲートにおいて、通過
タッチまたはタッチ通過の成立後、すべての
スパーク打撃にかかわる行為が終了した後、
２打の継続打撃の権利が発生する。

　　いずれも、すべてのスパーク打撃
　にかかわる行為が終了した後、2打
　の継続打撃の権利が発生する。

▪第 13 条　ゲート通過
　　第 1項　ゲート通過の成立

◦打撃したアウトボールがフロントサイドか
ら移動して次に通過を成立させるゲートの
ゲート線にかかって静止した場合、その後の
プレーでそのボールがバックサイドに移動
し、ゲート線を完全に通りすぎても、その
ボールのゲート通過は成立しない。
◦スパーク打撃違反のセット後の反則により、
セット時の位置に処置された他球の外縁が
ゲート線にかかっている場合、その後のプ
レーでそのボールがバックサイドに移動し、
ゲート線を完全に通りすぎても、そのボール
の第２ゲート通過および第３ゲート通過は
成立しない。

▪第 16 条　スパーク打撃
　　第 2項　スパーク打撃にかかわる 行為

◦スパーク打撃にかかわる正当プレーのうち、
セットをやり直す条文を、自球を踏んだ状態
からセットした他球を拾い、セットをやり直
すこととする。
◦セットした自球が足下で移動したことによ
り、ゲート通過や上がり、タッチのプレー等
に有利になるか、不利になるかを問わず、こ
れらのプレー等に影響を与える場合は、審判
員が移動前の位置に戻す。

　　第 4項　スパーク打撃違反

◦セットをやり直すときに、自球を踏んでいな
い状態でセットした他球に手を触れた場合、
スパーク打撃違反の反則とする。（自球はア
ウトボールの処置をする。）

▪第 17 条　インボールとアウトボール
　　第 1項　インボール

◦アウトボールがインボールになる時点を、イ
ンナーフィールドに静止した時点とする。
◉打撃したアウトボールがインナーフィー
ルドに入った後、コート状況等によりア
ウターフィールドに出て、再度インナー
フィールドに入って静止しても、そのボー
ルはアウターフィールドに出た位置から
アウトボールの処置をする。

　　第 2項　アウトボール

◦直近外という名称を削除して、アウトボール
の処置とし、処置する位置を明示した。
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▪第 23 条　審判員
　　第 3項　主任の任務

◦「先攻、後攻の確認」を「コイントスおよび
先攻、後攻の確認」とした。
◦「打撃の通告」を「打順通告」とした。
◦「競技者の交代の承認と記録員への通告」を
主審の任務とし、「競技者の交代の承認、宣
告」とした。
◦「競技中断時のタイムの宣告および再開時の
プレーの宣告」を挿入した。

　　第 4項　主審と副審の共有する任務

◦「両チームのオーダーの確認」を「オーダー
表の記載内容とオーダーの確認」とした。
◦「競技の妨害に対する注意」を「監督および
競技者の基本的な遵守事項を遵守していな
い者に対する注意」とした。
◦先攻、後攻の確認は、主審の任務に移行した。
◦競技者の交代の承認と記録員への通告は、主
審の任務に移行した。

　　第 6項　記録員の任務

◦記録員の任務を次のとおりとした。
◉競技場の点検
◉記録表への必要事項の記入
◉ゲート通過の成立と上がりの成立の確認
と復唱
◉主審または副審からの、記録に関する確認
への応答
◉判定、宣告、通告、処置に関する主審、副
審への助言および補佐
◉競技者の交代の確認と主審への助言
◉競技時間の計測
◉競技時間経過（15 分前、10 分前、5分前、
競技時間終了）の通告
◉アウトボールの判定、宣告、処置
◉監督および競技者の基本的な遵守事項を
遵守していない者に対する注意

　　第 7項　線審の任務

◦線審の任務を次のとおりとした。
◉競技場の点検
◉判定、宣告、通告、処置に関する主審、副
審への助言および補佐
◉アウトボールの判定、宣告、処置
◉監督および競技者の基本的な遵守事項を
遵守していない者に対する注意

審判員
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○打者の申し出による一時移動／スタート打撃の
際、第1ゲートのゲート線からスタートエリア
までのフロントサイドにあるボールと、第1
ゲートのゲート線からボール1個分以内までの
バックサイドにあるボール、プレーに支障をき
たすと判断したアウトボールのみ、一時移動の
対象とする。

　※記録表の記入方法については、16P参照。

○審判服／ウインドブレーカーを審判員制服のア
イテムとして導入した。

導入
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反則処置早見表
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反則処置早見表
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審判員制服／アイテムのご案内
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審判員制服／アイテムのご案内
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記録表の記入方法（例）

記録表の記入方法（例）

16

◦最終打順は不要とし、記録表から削除することとした。
◦交代競技者の交代打順の記入は「打順－交代した順（競技規則の記載例なら、淺井秋子さんを
８－１、高橋英雄さんを８－２）」とし、交代の打順が重複しても特記事項に記載しないよう
にした。

本連合では、ゲートボール活動中（※１）の事故を未然に防止するため、

事故予防の啓発、事故事例等の情報収集を行っておりますのでご協力

をお願いします。

事前に登録し、情報収集にご協力いただいた方に、見舞金をお渡し

できる場合もあります。

詳しくは、都道府県加盟団体にお問い合わせください。

※１ゲートボール活動中とは、日本ゲートボール連合、都道府県加盟団体およ
び傘下の支部や市町村団体が主催、主管、後援する大会や講習会への参加、
また参加のための往復の移動をいいます。
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